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な
が
ら
町
民
が
利
用
す
る

方
が
好
ま
し
い
と
判
断
し

た
。

髙
橋
芳
夫
議
員
（
議
第
２０

号
）
グ
リ
ー
ン
バ
レ
ー
神

室
で
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル

フ
や
タ
ー
ゲ
ッ
ト
バ
ー
ド

ゴ
ル
フ
か
ら
使
用
料
を
徴

収
し
た
場
合
、
総
額
は
ど

の
程
度
に
な
る
の
か
。

　職
員
の
残
業
代
も
考
え

る
と
費
用
対
効
果
は
ど
う

か
。
今
の
ま
ま
で
も
良
い

の
で
は
と
考
え
る
が
。

佐
藤
産
業
課
長

　徴
収
す

る
額
は
、
キ
ャ
ン
プ
場
を

含
め
１
０
０
万
円
程
度
と

積
算
し
て
い
る
。
職
員
の

残
業
対
応
は
、
時
間
を
ず

ら
す
こ
と
で
対
応
し
た
い
。

中
村
忠
行
議
員
（
議
第
１２

号
）
こ
の
条
例
は
商
工
会

に
加
入
し
て
い
る
人
を
支

援
す
る
イ
メ
ー
ジ
だ
が
、

未
加
入
の
小
規
模
事
業
者

の
加
入
促
進
を
ど
の
よ
う

に
進
め
る
の
か
。

佐
藤
産
業
課
長

　こ
の
条

例
は
、
町
の
責
務
、
小
規

模
企
業
者
の
努
力
、
商
工

会
の
役
割
と
、
そ
れ
ぞ
れ

の
立
場
に
立
っ
た
基
本
方

針
な
ど
で
構
成
さ
れ
て
い

る
。　未

加
入
者
は
で
き
る
だ

け
加
入
し
て
い
た
だ
き
た

い
が
、
町
は
商
工
会
加
入

を
努
力
義
務
と
捉
え
て
お

り
、
未
加
入
で
あ
っ
て
も
、

こ
れ
ま
で
と
同
等
の
対
応

を
考
え
て
い
る
。

高
橋
浩
樹
議
員
（
議
第
２４

号
）
消
費
税
増
税
に
伴
う

値
上
げ
と
い
う
こ
と
だ
が
、

使
わ
な
く
な
っ
た
住
宅
を

解
体
し
た
後
も
水
道
料
１

０
８
円
を
徴
収
す
る
の
は

な
ぜ
か
。

（
議
第
１１
号
）
こ
れ
ま
で

に
な
い
ほ
ど
の
特
別
職
の

給
与
減
額
は
広
報
で
公
開

す
る
と
思
う
が
、
併
せ
て

特
別
職
の
退
職
金
の
額
も

公
表
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

藤
山
環
境
整
備
課
長

　水

道
料
の
１
０
８
円
と
い
う

の
は
、
水
量
メ
ー
タ
ー
の

使
用
料
と
考
え
ら
れ
る
。

個
別
の
事
案
で
あ
り
、
調

査
の
上
対
応
し
た
い
。

町
長

　退
職
金
は
、
山
形

県
市
町
村
退
職
手
当
組
合

の
話
で
あ
り
、
広
報
へ
の

掲
載
な
ど
に
よ
る
公
開
は

必
要
な
い
と
考
え
る
。
関

係
資
料
は
総
務
課
に
あ
る

の
で
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

早
坂
憲
明
議
員
（
議
第
１６

号
）
健
康
長
寿
を
め
ざ
す

た
め
に
も
町
施
設
の
利
用

は
有
効
と
考
え
る
が
、
値

上
げ
の
設
定
基
準
は
何
か
。

　利
用
者
へ
の
周
知
徹
底

と
確
実
な
徴
収
に
向
け
た

具
体
的
な
対
応
を
伺
う
。

佐
藤
産
業
課
長

　使
用
料

の
設
定
根
拠
は
、
近
隣
施

設
の
状
況
や
運
営
員
会
の

意
見
を
参
考
に
、
最
小
金

額
の
１
０
０
円
／
回
、
年

間
の
場
合
は
１
０
０
０
円

と
し
た
。

　利
用
者
の
確
認
方
法
は
、

証
明
書
の
発
行
な
ど
を
考

え
て
お
り
、
広
報
な
ど
で

周
知
徹
底
し
て
い
く
。

【
議
第
３３
〜
３５
号
】

　質
疑
な
し

　厳
し
い
財
政
状
況
等
を

受
け
、
４
月
分
の
月
額
報

酬
を
一
律
５
％
減
額
す
る

こ
と
を
議
員
発
議
に
よ
り

決
定
し
た
。
な
お
、
５
月

以
降
に
つ
い
て
は
、
改
選

後
に
改
め
て
協
議
の
上
対

応
す
る
こ
と
を
申
し
合
わ

せ
て
い
る
。

【
議
第
１０
〜
２５
号
】

沼
澤
道
也
議
員
（
議
第
２３

号
）
旧
・
西
田
家
の
家
（
マ

ル
コ
の
家
）
の
具
体
的
な

使
い
方
は
ど
う
な
る
の
か
。

　ま
た
、
大
学
生
の
拠
点

施
設
（
事
務
所
）
と
し
て

の
利
用
を
提
案
し
た
い
が

ど
う
か
。

藤
山
環
境
整
備
課
長

　町

民
の
主
体
的
な
学
習
、
文

化
的
活
動
と
交
流
の
場
を

提
供
す
る
施
設
と
し
て
活

用
す
る
。
今
後
、
い
ろ
い

ろ
な
提
案
も
い
た
だ
き
な

が
ら
、
有
効
に
活
用
し
た
い
。

町
長

　当
初
は
官
舎
あ
る

い
は
そ
れ
に
付
随
す
る
使

い
方
を
考
え
た
が
、
様
々

な
意
見
を
考
慮
し
、
マ
ル

コ
の
蔵
と
の
関
連
も
考
え

財政健全化元年
中央公民館･定住促進住宅建設は見 直し､延期

３月
定例会

　3月議会定例会が3/7～14の8日間開催され、30年度補正、31年度一
般会計、特別会計予算など35議案が審議され、一議案を賛成多数とした
他は全員賛成で可決した。
　一般会計予算は総額38億100万円で、前年度比12.9％の大幅減。過疎
債の元利償還などに備えて、安定した財政運営を続けていくため、本年度
を「財政健全化元年」とした。そのため、中央公民館建設や定住促進住宅
建設などの大型事業は見直し、延期とした。下表の議案一覧と質疑要旨、
予算特別委員会報告（P4～7）・町広報も参照していただきたい。

議
案
へ
の
質
疑
応
答
要
旨

議
案
へ
の
質
疑
応
答
要
旨

議
員
発
議
で
議
員

報
酬
５
％
カ
ッ
ト

　起債の元利償還が増え、財
政基盤の再構築が必要である
ため、知恵を出し合い事業や
施設等を抜本的に見直し、町
の将来像を示すと述べる。

町長施政方針

新年度の施政方針をのべる鈴木町長

歳入 歳出
 町税
11.3%

地方交付税
46.8%

町債7.0%

国庫支出金
9.7%
県支出金
6.7% 維持補修費

　2.5%

繰入金
9.1%

人件費
16.2% 扶助費

9.5%
公債費
10.8%

投資的経費
10.7%

物件費
19.1%

補助費等
　17.0%

繰出金
13.9%

その他
7.6%

寄付金1.8%
その他0.3%

◇一般会計予算の構成◇

総　額
38億100万円

主な事業概要
町立金山診療所運営支援　２億１４３万円
中田地区流雪溝導水路整備事業
　　　　　　　　　　　　　１８８２万円
林業成長産業化創出モデル事業
　　　　　　　　　　　　　５７２５万円
育児支援事業　　　　　　　２３１１万円
子育て支援医療費　　　　　２２８６万円

義務的経費
　36.5%

3月議会定例会提出議案（補正予算関連はP8へ）
１議案を除き全員賛成で可決（須藤典夫議員は､平成31年度一般会計予算に反対）


